
パンフレット兼重要事項説明書

2021年度 団体総合生活保険
【継続限定タイプ】補償のご案内

医療補償：M2・M3・IR1・IR2

介護補償：P1・P2・P3 交通傷害：S12・S13・S14

所得補償：Aがん補償：G1・G2・G3・SD

保険期間：2021年９月21日～2022年9月21日
（午後4時） （午後4時）

※【継続限定タイプ】補償は、継続のみの取り扱いとなっております。
各補償ごとに継続の条件に違いがありますので、パンフレットをご確認願います。

詳しくは、お近くのダイヤリックスの保険窓口へお問い合わせください。

引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 担当室：化学産業営業部 営業第一室 ℡：03-3285-1831
【RRUI-2】 21-T00646



【保険料算出条件・・・保険期間：１年間、団体割引：３０％、損害率による割引：５％】

① 本補償は継続更新のみの取り扱いとなり、脱退後に再加入することはできません。
② 本紙に掲載している別の補償タイプへ変更することはできません。

一時払保険料
＊ 性別による保険料の違いはありません。
＊ 年齢区分は５歳刻みとなっており、適用となる年齢は保険始期日（2021年9月21日）の
満年齢となります。

医療補償（継続限定タイプ ）

Ｍ２ Ｍ３ Ｍ４ ＩＲ１ ＩＲ2
1入院限度日数 120日 120日 360日

疾病入院保険金
(1日につき) 3,000円 10,000円 4,000円 8,000円

手術保険金
(種類に応じて)

1.5 / 3 / 12 
万円

5 / 10 / 40
万円

2 / 4 / 16 
万円

4 / 8 / 32
万円

放射線治療 30,000円 10万円 40,000円 80,000円

退院後通院保険金
(1日につき) ― ― ― 3,000円 6,000円

三大疾病一時金 ― 100万円 ― ― ―

総合先進医療保険金
(技術の費用に応じて) ― ― ― 通算200万円 通算400万円

総合先進医療一時金 ― ― ― 10万円 10万円

タイプ名

0～4歳 ２，４９０円 ４，５９０円 ８，２９０円 ３，９１０円 ７，６８０円

5～9歳 １，７８０円 ３，８８０円 ５，９２０円 ２，９６０円 ５，７９０円

10～14歳 １，６００円 ３，７００円 ５，３２０円 ２，７２０円 ５，３１０円

15～19歳 １，８８０円 ３，９８０円 ６，２６０円 ３，２２０円 ６，３１０円

20～24歳 ２，７５０円 ４，８５０円 ９，１５０円 ４，６２０円 ９，０９０円

25～29歳 ２，９６０円 ５，０６０円 ９，８６０円 ４，９８０円 ９，８３０円

30～34歳 ３，１１０円 ５，２１０円 １０，３８０円 ５，３５０円 １０，５７０円

35～39歳 ３，３９０円 ６，５７０円 １１，２９０円 ５，８００円 １１，４９０円

40～44歳 ３，８３０円 ８，９７０円 １２，７７０円 ６，８３０円 １３，５３０円

45～49歳 ５，１５０円 １３，６６０円 １７，１６０円 ９，２３０円 １８，３２０円

50～54歳 ６，７９０円 ２１，１２０円 ２２，６３０円 １２，０３０円 ２３，９３０円

55～59歳 ９，６２０円 ２９，６８０円 ３２，０８０円 １７，１１０円 ３４，０８０円

60～64歳 １３，９７０円 ４１，９９０円 ４６，５５０円 ２５，２００円 ５０，２６０円

65～69歳 １９，１１０円 ６０，４９０円 ６３，６９０円 ３５，４２０円 ７０，７２０円

70～74歳 ２６，３３０円 ７９，７３０円 ８７，７８０円 ５１，３４０円 １０２，５６０円

75～79歳 ３３，３８０円 ９９，２８０円 １１１，２５０円 ６７，２６０円 １３４，３９０円

80～84歳 ４１，６５０円 １２０，３５０円 １３８，８４０円 ８４，８７０円 １６９，６００円

85～89歳 ４２，９７０円 １３４，４７０円 １４３，２４０円 ９１，３３０円 １８２，５２０円

90～94歳 ４８，５２０円 １５２，８２０円 １６１，７４０円 １０１，８００円 ２０３，４６０円

退職者用

本人型

加入依頼書 「 Ｃ 健康状態告知書」またはweb上 にある告知事項がすべて「なし」の場合、入院日額5,000円の
医療補償タイプ(Ｒ１～Ｒ４) に変更※できます。 ※変更することによりなくなる補償もございますのでご注意ください。

保険金をお支払いする主な場合、保険料をお支払いしない主な場合につきましては、『補償の概要等』 をご参照ください。
ご提案



保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合
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疾病入院
保険金

病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入
院の日数が疾病入院免責日数*1を超えた場合
▶疾病入院保険金日額に入院した日数（入院日数－疾病入院免責日数*1）を乗じた額を

お支払いします。
ただし、１回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*2を限度（疾病入院免責日数*1は含みません。）とします。

※疾病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても疾病入院保険金は重複してはお支払いできません。

*1 保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。
*2 １回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいいます。

・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気や
ケガ*1

・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生
じた病気やケガ

・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた
病気やケガ（その方が受け取るべき金額部分）

・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪
行為によって生じた病気やケガ

・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じた病
気やケガ

・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等
の使用によって生じた病気やケガ

・アルコール依存および薬物依存
・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの
・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年
度契約といいます。）の保険始期時点で、既に被ってい
る病気やケガ*2*3

等
*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保

険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、そ
の程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、
その金額を削減してお支払いすることがあります。

*2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病
気やケガについても、初年度契約の保険始期日か
ら１年を経過した後に保険金支払事由に該当した
ときは、保険金のお支払いの対象となります。

*3 告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いた
だいていた場合であっても、保険金のお支払いの対
象とならないことがあります。

疾病手術
保険金

病気の治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術
料の算定対象として列挙されている手術*1を受けられた場合
▶以下の金額をお支払いします。
①重大手術（詳細は欄外ご参照）：疾病入院保険金日額の４０倍
②①以外の入院中の手術 ：疾病入院保険金日額の１０倍
③①および②以外の手術 ：疾病入院保険金日額の５倍

*1 傷の処置、切開術（皮膚、鼓膜）、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*2 ２種類以上の
手術を受けた場合には、いずれか１種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。

*2 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

放射線治療
保険金

病気やケガの治療のため、保険期間中に公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により放射線治療料の算定対象
として列挙されている放射線治療*1を受けられた場合
▶疾病入院保険金日額の１０倍の額をお支払いします。
*1 血液照射を除きます。お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、６０日の間に１回の

支払を限度とします。

病気やケガにより、保険の対象となる方が入院・手術をされた場合等（介護療養型医療施設または介護医療院における入院・手術等を除きます。）に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問
い合わせ先》までご連絡ください。

【医療補償】

※「１回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。
・入院を開始してから退院するまでの継続した入院
・退院後、その日を含めて１８０日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ（医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。）によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院

※「重大手術」とは以下の手術をいいます。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます（「重大手術の支払倍率変更に関する特約」が自動セットされています。）。
①がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術 ②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術 ③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術 ④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払い
しない主な場合
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病気やケガによって以下のような状態となった場合
①保険期間中に悪性新生物（がん）*1と診断確定された場合
②急性心筋梗塞を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により診断され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合
③脳卒中を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により確認され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合
▶ 三大疾病・重度傷害一時金額をお支払いします。
*1 補償対象となる「悪性新生物（がん）」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等に

よって診断されることを要します。

【ご注意】悪性新生物（がん）と診断確定された場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約といいます。）の保険始期日からその日を含めて
９０日を経過した日の翌日の午前０時より前に診断確定されていたときは、保険金をお支払いできません。

※同一の事故により複数の保険金支払事由に該当した場合は、いずれか１つの保険金として支払うものとし、重複してはお支払いできません。
※この特約のいずれか１つの保険金をお支払いした場合には、同一保険期間中に上記①～③のいずれかの状態に該当したときでも保険金はお支払いできません。
※継続契約において、保険金支払事由に該当した日からその日を含めて１年以内は、同一の保険金支払事由に該当しても保険金はお支払いできません。

（「医療補償基本
特約」と同じ）

悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ＩＣＤ－10（2013年版）準拠」および「国際
疾病分類－腫瘍学（ＮＣＣ監修）第３版（2012年改正版）」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となり
ません。
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾
病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。

■団体総合生活保険 補償の概要等 保険期間：１年※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表等をご確認ください。

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払い
しない主な場合
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保険期間中に疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われる入院をし、退院した後、その病気やケガによって医師等の治療
を必要とし、かつ、以下のような通院をされた場合
■入院の原因となった病気やケガの治療のための通院（往診を含みます。）であること
■退院日の翌日からその日を含めて１８０日以内に行われた通院であること
▶退院後通院保険金日額に通院日数（実日数）を乗じた額をお支払いします。

ただし、１回の入院後の通院について、９０日を限度とします。
※疾病入院保険金または傷害入院保険金と重複してはお支払いできません。また、２つ以上の病気やケガのために１回の通院をした場合は、１回の通院とみなし、保険金は重

複してはお支払いできません。
※「傷害不担保特約（退院後通院保険金用）」をセットされる場合は、ケガによる入院後の通院は保険金のお支払い対象となりません。

（「医療補償基本
特約」と同じ）
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総合先進医療
基本保険金

病気やケガによって保険期間中に先進医療*1を受けられた場合（保険の対象となる方が一連の先進医療を受けた場合は、最初に受けた日に保
険金支払事由に該当したものとみなします。）
▶先進医療にかかわる技術料*2について保険金をお支払いします。

ただし、保険期間を通じて、総合先進医療基本保険金額を限度とします。
*1 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生労働大臣が定

める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。）をいいます（詳細については厚生労働省のホームページをご
参照ください。）。

なお、療養*3を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養*3は先進医療とはみなされません（保険期間中に対象と
なる先進医療は変動する可能性があります。）。

*2 次の費用等、先進医療にかかわる技術料以外の費用は含まれません。
ⅰ．公的医療保険制度に基づき給付の対象となる費用（自己負担部分を含む）
ⅱ．先進医療以外の評価療養のための費用
ⅲ．選定療養のための費用
ⅳ．食事療養のための費用
ⅴ．生活療養のための費用

*3 次のいずれかに該当するものをいいます。
ⅰ．診察
ⅱ．薬剤または治療材料の支給
ⅲ．処置、手術その他の治療

総合先進医療
一時金

病気やケガによって保険期間中に総合先進医療基本保険金が支払われる先進医療を受けられた場合
▶１０万円をお支払いします。

ただし、総合先進医療一時金のお支払いは、保険期間を通じて、１回に限ります。
【「総合先進医療特約」における粒子線治療*1費用のお支払いについて】
「総合先進医療特約」のお支払いの対象となる粒子線治療*1について、一定の条件*2を満たす場合に、東京海上日動から治療を実施した医療機関へ粒子線治療*1にかかる技術料相当額を照射日以降に直接お支払いできる場合があります。
事前のお手続きが必要になるため、遅くとも治療開始の３週間前までに《お問い合わせ先》までご連絡ください (医療機関ではなく、お客様にお支払いすることもできます。)。
*1 「粒子線治療」とは、重粒子線治療、陽子線治療をいいます。
*2 「一定の条件」とは、以下の条件等をいいます。詳細は《お問い合わせ先》までご連絡ください。

・責任開始日から１年以上継続してご加入いただいていること。 ・粒子線治療*1開始前に保険金のお支払い対象であることが確認できること。 ※変更・中止となる場合があります。
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加入依頼書 「 Ｃ 健康状態告知書」またはweb上 にある告知事項が すべて「なし」の場合、
独自基準追加型の介護補償タイプ（Ｎ１～Ｎ６） に変更できます。

保険金をお支払いする主な場合、保険料をお支払いしない主な場合につきましては、『補償の概要等』 をご参照ください。
ご提案

【保険料算出条件・・・保険期間：１年間、団体割引：３０％、損害率による割引：５％】

① 本補償は継続更新のみの取り扱いとなり、脱退後に再加入することはできません。
② 本紙に掲載している別の補償タイプへ変更することはできません。

一時払保険料
＊ 性別による保険料の違いはありません。
＊ 年齢区分は５歳刻みとなっており、適用となる年齢は保険始期日（2021年9月21日）の
満年齢となります。

介護補償（継続限定タイプ ）

Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３
種類 介護補償保険金

補償の型
(保険金をお支払いする場合)

公的介護保険制度で
要介護３と認定された場合

介護補償保険金額 １００万円 ２００万円 ３００万円

タイプ名

40～44歳 ６０円 １２０円 １８０円

45～49歳 １２０円 ２４０円 ３６０円

50～54歳 ２５０円 ４９０円 ７４０円

55～59歳 ５００円 １，０１０円 １，５１０円

60～64歳 １，０６０円 ２，１１０円 ３，１７０円

65～69歳 ３，０４０円 ６，０８０円 ９，１２０円

70～74歳 ６，４００円 １２，７９０円 １９，１９０円

75～79歳 １４，１３０円 ２８，２６０円 ４２，３９０円

80～84歳 ３２，７９０円 ６５，５８０円 ９８，３８０円

85～89歳 ７６，８１０円 １５３，６１０円 ２３０，４２０円

退職者用

85歳以上で更新される場合は、特に保険料の上り幅が大きいのでご注意願います。

本人型



保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく所定の要介護状態の認定を受けた状態となった場合等に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
保険金支払の対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなか
ったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

【介護補償】

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合

介
護
補
償
基
本
特
約

保険期間中に公的介護保険制度に
基づく要介護３以上の認定を受けた
状態となった場合

▶介護補償保険金額の全額をお支
払いします。
ただし、保険の対象となる方１名に
つき１回に限ります。

・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1
・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた要介護状態
・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態（その方が受け取るべき金額部分）
・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態
・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた要介護状態
・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態
・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態
・先天性疾患によって生じた要介護状態
・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態
・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約といいます。）の保険始期時点で、既に被っ
ている病気やケガ等による要介護状態*2*3

等

*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その
程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。

*2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契
約の保険始期日から１年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払いの対象とな
ります。

*3 要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保
険金のお支払いの対象とならないことがあります。

［公的介護保険連動型（要介護３）］

■団体総合生活保険 補償の概要等 保険期間：１年
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表等をご確認ください。
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交通傷害補償（継続限定タイプ ）

Ｓ１２ Ｓ１３ Ｓ１４

型

ご
本
人

死亡・後遺障害保険金額 ５００万円 ５００万円 ５００万円
入院保険金日額※1
（1日あたり） ６，０００円 ６，０００円 ６，０００円

通院保険金日額
（1日あたり） 4，０００円 4，０００円 4，０００円

配
偶
者

死亡・後遺障害保険金額 － ３００万円 ３００万円
入院保険金日額※1
（1日あたり） － 4，５００円 4，５００円

通院保険金日額
（1日あたり） － ３，０００円 ３，０００円

ご
親
族

死亡・後遺障害保険金額 － － ３００万円
入院保険金日額※1
（1日あたり） － － 4，５００円

通院保険金日額
（1日あたり） － － ３，０００円

保険料/年 ５，７７０円 ８，３５０円 １１，８００円

① 本補償は継続更新のみの取り扱いとなり、脱退後に再加入することはできません。
② 本紙に掲載している別の補償タイプへ変更することはできません。
③ 本補償を継続する場合、年齢による制限はありません。

一時払保険料
タイプ名

※１ 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍（入院中の手術）または5倍（入院中以外の手術）と
なります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※２ 「ご親族」とは、本人・配偶者の同居の親族、別居の未婚の子までをいいます。
保険金をお支払いする主な場合、保険金をお支払いしない主な場合につきましては、「補償の概要等」をご参照ください。

※2

【保険料算出条件･･･保険期間:1年間、団体割引:30％、損害率による割引:5％、大口団体契約割引:10％

退職者用

本人型 家族型

本人型 家族型夫婦型

夫婦型



■団体総合生活保険 補償の概要等 保険期間：１年
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表等をご確認ください。

保険金をお支払いする主な場合 保険金をお支払いしない主な場合

傷
害
補
償
基
本
特
約

死亡保険
金

事故の日からその日を含めて１８０日以内に死亡された場合
▶死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
※１事故について、既に支払われた後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺

障害保険金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。

・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケ
ガ

・保険の対象となる方の故意または重大な過失に
よって生じたケガ

・保険金の受取人の故意または重大な過失によって
生じたケガ（その方が受け取るべき金額部分）

・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または
犯罪行為によって生じたケガ

・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生
じたケガ

・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ
・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
・外科的手術等の医療処置（保険金が支払われ
るケガを治療する場合を除きます。）によって生じた
ケガ

・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技
場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故に
よって被ったケガ

・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないも
の

・グライダ－、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプ
レーン等に搭乗している間に生じた事故によって
被ったケガ

・職務として荷物等の積込み作業、積卸し作業また
は整理作業をしている間のその作業によるケガ

・職務として交通乗用具の修理、点検、整備、清掃
をしている間のその作業によるケガ

・極めて異常かつ危険な方法で交通乗用具に搭乗
している間のケガ

等

後遺障害
保険金

事故の日からその日を含めて１８０日以内に身体に後遺障害が生じた場合
▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の４％～１００％をお支
払いします。

※１事故について死亡・後遺障害保険金額が限度となります。

入院保険
金

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて１８０日以内に入院され
た場合
▶入院保険金日額に入院した日数（実日数）を乗じた額をお支払いします。ただ

し、事故の日からその日を含めて１８０日を経過した後の入院に対してはお支
払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、
１事故について１８０日を限度とします。

※入院保険金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院保険金は重複
してはお支払いできません。

手術保険
金

治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術
料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定
の手術を受けられた場合
▶入院保険金日額の１０倍（入院中の手術）または５倍（入院中以外の手
術）の額をお支払いします。ただし、１事故について事故の日からその日を含めて
１８０日以内に受けた手術１回に限ります。*3

*1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
*2 「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労

働大臣が定める先進医療（先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基
準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。）をいい
ます（詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。）。なお、
療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先
進医療とはみなされません（保険期間中に対象となる先進医療は変動する
可能性があります。）。

*3 １事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場
合には、入院保険金日額の１０倍の額のみお支払いします。

通院保険
金

医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて１８０日以内に通院
（往診を含みます。）された場合
▶通院保険金日額に通院した日数（実日数）を乗じた額をお支払いします。た

だし、事故の日からその日を含めて１８０日を経過した後の通院に対しては、お
支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、
１事故について９０日を限度とします。

※入院保険金と重複してはお支払いできません。また、通院保険金が支払われる
期間中、さらに別のケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。

※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプ
ス等*1を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。

*1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTB
キャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。

「交通事故等」*1により、保険の対象となる方がケガ*2をした場合に保険金をお支払いします。
*1 交通事故等とは以下のものをいいます。

■運行中の交通乗用具*3との衝突、接触等の交通事故 ■運行中の交通乗用具*3に搭乗している間の事故 ■乗客として駅の改札口を入ってから出るま
での駅構内における事故 ■作業機械としてのみ使用されている工作用自動車との道路通行中の衝突、接触等の事故 ■交通乗用具*3の火災による事故
等

*2 ケガとは、「急激かつ偶然な外来の事故」により被ったものをいい、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中
毒は含みません。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、保険金お支払いの対象となりませんので
ご注意ください。

*3 自転車、自動車、電車、バス、航空機、船舶等をいいます（身体障害者用の車いすも含みます。）。

保険金支払の対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、保険金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかった
ときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。

【傷害補償】
［交通事故傷害危険のみ補償特約セット］
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加入依頼書 「 Ｃ 健康状態告知書」またはweb上 にある告知事項が すべて「なし」の場合、
がんだけでなく、脳卒中（くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞）や急性心筋梗塞で
約款に定める所定の状態となった場合に、一時金100万円が給付される、
医療補償タイプ（Ｒ３~Ｒ４）に変更※できます。 ※変更することによりなくなる補償もございますのでご注意ください。

保険金をお支払いする主な場合につきましては、『補償の概要等』 をご参照ください。

ご提案

【保険料算出条件・・・保険期間：１年間、団体割引：３０％、損害率による割引：５％】

① 本補償は継続更新のみの取り扱いとなり、脱退後に再加入することはできません。
② 本紙に掲載している別の補償タイプへ変更することはできません。

一時払保険料
＊ 性別による保険料の違いはありません。
＊ 年齢区分は５歳刻みとなっており、適用となる年齢は保険始期日（2021年9月21日）の
満年齢となります。

がん補償（継続限定タイプ ）

Ｇ１
「本人」
タイプ

Ｇ２
「配偶者・子ども」

タイプ

Ｇ３
「診断保険金」

タイプ

ＳＤ
「日合移行」

タイプ

継続可能期間 *ご注意* 59歳まで ６９歳まで

がん診断保険金 100万円 60万円 100万円 50万円

がん入院保険金
（1日につき） 10,000円 6,000円 5,000円

がん手術保険金
（種類に応じて） 10/20/40万円 6/12/24万円 2.5/5/20万円

がん退院後
療養保険金 10万円 ６万円 ５万円

がん通院保険金
（1日につき） 5,000円 3,000円 ―

タイプ名

35～39歳 ６，３６０円 ３，８００円 ３，１９０円 ２，９８０円

40～44歳 ９，２７０円 ５，５５０円 ４，６９０円 ４，３１０円

45～49歳 １３，３９０円 ８，０４０円 ６，５６０円 ６，２３０円

50～54歳 １９，１６０円 １１，４９０円 １０，６５０円 ８，９２０円

55～59歳 ２９，５９０円 １７，７５０円 １６，６７０円 １３，８５０円

60～64歳 － － － ２０，９１０円

65～69歳 － － － ２９，２５０円

退職者用

本人型



■団体総合生活保険 補償の概要等 保険期間：１年
※ご加入いただくタイプによっては保険金お支払いの対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料」表等をご確認ください。

【がん補償】

保険金をお支払いする主な場合

が
ん
補
償
基
本
特
約

がん
診断保険金

保険期間中に以下のいずれかの状態に該当した場合
■初めてがんと診断確定された場合
■この保険契約が継続契約である場合において、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約）から継続前契約まで

の連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがん（原発がん）を治療したことにより、がんが認められない状態と
なり、その後初めてがんが再発または転移したと診断確定されたとき

■原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合
▶がん診断保険金額をお支払いします。

ただし、がん診断保険金のお支払いは、保険期間を通じて１回に限ります。また、支払事由に該当した最終の診断確定日からその日を
含めて１年以内であるときは、がん診断保険金をお支払いできません。

がん
入院保険金

がんと診断確定され、その診断確定されたがんによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院（日帰り入院を
含みます。）を開始された場合
▶がん入院保険金日額に入院期間を乗じた額をお支払いします。

※がん入院保険金が支払われる期間中、さらにがん診断保険金の支払事由に該当しても、がん入院保険金は重複してはお支払いできま
せん。

がん
手術保険金

がんと診断確定され、その治療のため、保険期間中に所定の手術を受けられた場合
▶手術の種類に応じてがん入院保険金日額の１０倍、２０倍または４０倍の額をお支払いします。

ただし、時期を同じくして*1 ２種類以上の手術を受けた場合には、倍率の最も高い手術についてのみお支払いします。

*1 「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。

がん
退院後療養

保険金

がんと診断確定され、保険期間中にがん入院保険金の支払対象となる入院を開始し、２０日以上継続して入院した後、生存して退院さ
れた場合
▶がん退院後療養保険金額をお支払いします。

ただし、退院日からその日を含めて３０日以内に開始した入院については、がん退院後療養保険金をお支払いできません。

がん
通院保険金

がんと診断確定され、保険期間中にがん入院保険金の支払対象となる入院を開始し、２０日以上の継続入院をして、以下の条件のすべ
てを満たす通院（往診を含みます。）をされた場合
■診断確定されたがんによって医師等の治療を必要としている期間内に行われた通院であること
■２０日以上の継続入院の原因となったがんの治療のための通院であること
■２０日以上の継続入院の開始日の前日からその日を含めて遡及して６０日以内（入院前通院期間）または退院日の翌日からその

日を含めて１８０日以内（退院後通院期間）に行われた通院であること
▶がん通院保険金日額に通院日数（実日数）を乗じた額をお支払いします。

ただし、１回の継続入院の原因となったがんの治療のための通院について４５日を限度とします。

※がん入院保険金と重複してはお支払いできません。また、退院後通院期間中に新たに２０日以上の継続入院をされ、入院前通院期間
と退院後通院期間に重複する期間があったとしても、保険金は重複してはお支払いできません。

【ご注意】この保険契約が継続されてきた最初の保険契約（初年度契約といいます。）の保険始期日からその日を含めて９０日を経過した日の翌日の午前０時
より前にがんと診断確定されていた場合は、保険金をお支払いできません。また、初年度契約の保険始期前にがんと診断確定されていた場合は、ご加入
者、保険の対象となる方または保険金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、保険金をお支払いできません（この場合、お支
払いいただいた保険料を返還できないことがあります。）。

保険の対象となる方ががん*1と診断確定された場合や、その治療のため入院・手術をされた場合等（介護療養型医療施設または介護医療院における入
院･手術等を除きます。）に保険金をお支払いします。
この補償については、死亡に対する補償はありません。
がん*1と診断確定されたときに、がん*1以外の身体に生じた障害の影響等によって、がん*1の病状が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかっ
たときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。
*1 補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所見により、医師等によって診断されることを要します。

悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ＩＣＤ－10
（2013年版）準拠」および「国際疾病分類－腫瘍学（ＮＣＣ監修）第３版（2012年改正版）」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍で
ある子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。
なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類－腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または
「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。
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